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１－５－Ｂ１  

 

Ａ所有の土地について、ＡがＢに、ＢがＣに売り渡した場合に関する次の記述の

うち、民法の規定によれば・・・ 

Ｃが、ＡＢ間の売買契約がＢの詐欺に基づくものであることを知らなかった場合

で、ＢがＣに売り渡した後にＡによりＡＢ間の売買契約が取り消されたとき、Ａ

は、Ｃに対して取消しを対抗できる。 

 

１－５－Ｂ２  

 

Ａ所有の土地につき、ＡがＢとの間で売買契約を締結した場合に関する次の記述

のうち、民法の規定によれば・・・ 

Ａが、Ｃの詐欺によってＢとの間で売買契約を締結した場合、Ｃの詐欺をＢが知

っているか否かにかかわらず、Ａは売買契約を取り消すことはできない。 

 

１－６－Ｂ１  

 

Ａが、Ａ所有の土地をＢに売却する契約を締結した場合に関する次の記述のう

ち、民法の規定によれば・・・ 

ＡのＢに対する売却の意思表示がＢの強迫によって行われた場合、Ａは、売却の

意思表示を取り消すことができるが、その取消しを、Ｂからその取消し前に当該土

地を買い受けた善意のＤには対抗できない。 

 

１－６－Ｂ２  

 

Ａ所有の土地につき、ＡがＢとの間で売買契約を締結した場合に関する次の記述

のうち、民法の規定によれば・・・ 

Ａが、Ｃの強迫によってＢとの間で売買契約を締結した場合、Ｃの強迫をＢが知

っているか否かにかかわらず、Ａは売買契約を取り消すことはできない。 
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Ａ Ｂ Ｃ

善意
④取消し

第三者の善・悪で判断されます。　　　本肢のＣは善意の第三者です。 対抗できない

したがって、Ａは善意の第三者Ｃに取消しを対抗することはできません。

③売買
「取消し前の第三者」の出題です。　cf.Ｐ46

詐欺による意思表示の取消しの第三者への主張の可否は、

１－５－Ｂ１ ×誤り Ｐ４・２段目 ①詐欺

②売買

Ｃ

Ａ Ｂ

②売買

善意

Ｐ４・４段目

第三者の詐欺による意思表示の取消しの可否は、相手方の善・悪で判断され、
　　①詐欺

相手方が悪意の場合は取消しでき、善意の場合は取消しできません。

１－５－Ｂ2 ×誤り

｢Ｃが・・・知らなかった場合・・・Ａは、Ｃに対して・・・対抗できる」旨の記載が誤りです。

したが て 「相手方Ｂが知 ているか否かにかかわらず Ａ Ｂ

Ａ Ｂ Ｄ

善意

１－６－Ｂ１ ×誤り

善意
悪意

・・・取消すことはできない」旨の記載が誤りとなります。
③取消しできる？

Ｐ５・２段目 ①強迫

②売買 ③売買
「取消し前の第三者」の出題です。　cf.Ｐ46

強迫による意思表示の取消しは、第三者の善・悪に拘らず対抗できます。
④取消し

したがって、「相手方Ｂが知っているか否かにかかわらず・・・

善意

Ｃ

したがって、Ａは善意の第三者Ｄに取消しを対抗することができます。

第三者の強迫による意思表示は、相手方の善・悪に拘らず取消しできます。

強迫による意思表示の取消しは、第三者の善・悪に拘らず対抗できます。
④取消し

対抗できる

｢・・・取消しを・・・善意のＤには対抗できない」旨の記載が誤りです。

１－６－Ｂ２ Ｐ５・４段目×誤り

①強迫

Ａ Ｂ

③取消しできる

・・・取消すことはできない」旨の記載が誤りとなります。

第

善意
悪意

　　①強迫
したがって、「相手方Ｂが知っているか否かにかかわらず・・・ ②売買
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１－７－Ｂ１  

 

ＡとＢは、Ａ所有の土地について、所有権を移転する意思がないのに通謀して売

買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれ

ば・・・ 

Ｂがこの土地をＣに売却した場合で、ＣがＡＢ間の契約の事情を知らなかったと

きは、Ａは、Ｃに対してこの土地の所有権を主張することができる。 

 

１－７－Ｂ２  

 

ＡとＢは、Ａ所有の土地について、所有権を移転する意思がないのに通謀して売

買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれ

ば・・・ 

ＢがＣに、さらにＣがＤに、それぞれこの土地を売却した場合で、ＡＢ間の契約

の事情について、Ｃは知っていたが、Ｄが知らなかったとき、Ａは、Ｄに対しこの

土地の所有権を主張することができる。 

 

１－８－Ｂ１  

 

Ａ所有の甲土地についてのＡＢ間の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規

定及び判例によれば・・・ 

売主であるＡが行った売買契約の申し込みの意思表示が、Ａの真意ではなく、Ｂ

もその旨を知っていた場合、買主であるＢが売買契約の承諾の意思表示をすれば、

ＡＢ間の売買契約は有効に成立する。 
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②売買

Ａ Ｂ Ｃ

無効
善意

主張できないしたがって、Ａは虚偽表示による無効を善意の第三者であるＤに主張できません。

「・・・Ｃが・・・知らなかったとき・・・ＡはＣに対してこの土地の所有権を主張することができる」旨の記載が誤りです。

虚偽表示の無効の主張の可否は、第三者の善・悪で判断されます。

本肢のＣは善意の第三者です。　　

１－７－Ｂ１ ×誤り Ｐ６・２段目

①虚偽表示による売買

②売買 ③売買

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

無効
悪意 善意

①虚偽表示による売買

×誤り

主張できない

転々譲渡の場合、１人でも善意の取得者が登場すると

虚偽表示の無効を対抗できなくなります。

本肢のＤは善意の転得者です。

「Ｄが知らなか たとき Ａは Ｄに対しこの土地の取得を主張することができる」旨の記載が誤りとなります

１－７－Ｂ２ Ｐ７・１段目

Ａ Ｂ 悪意

×誤り Ｐ８・２段目

したがって、Bが承諾の意思表示をしたとしても、AB間の売買契約は成立しません。

１－８－Ｂ１

①心裡留保による意思表示

心裡留保による意思表示は、相手方が悪意または知ることができた場合（善意有過失）は、

無効となります。　　本肢の相手方Ｂは悪意です。
無効

「Ｄが知らなかったとき、Ａは、Ｄに対しこの土地の取得を主張することができる」旨の記載が誤りとなります。

したがって、Bが承諾の意思表示をしたとしても、AB間の売買契約は成立しません。

「Aの真意ではなく・・・Bも知っていた・・・有効に成立する」旨の記載が誤りとなります。
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１－９－Ｂ１  

 

ＡがＢに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるもので

あった。この場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば・・・ 

錯誤が、売却の意思表示の内容の重要な部分に関するものであり、法律行為の要

素の錯誤と認められる場合、意思表示者であるＡに過失があるときは、Ａは自らそ

の無効を主張することができない。 

 

１－９－Ｂ２  

 

ＡがＢに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるもので

あった。この場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば・・・ 

錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるＡに

重い過失があるときは、Ａは自らその無効を主張することができない。  

 

１－９－Ｂ３  

 

ＡがＢに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるもので

あった。この場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば・・・  

錯誤が、売却の意思表示をなすについての動機に関するものであった場合、それ

を当該意思表示の内容としてＡがＢに対して表示したときでも、この売却の意思表

示が無効となることはない。 
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Ａ Ｂ

１－９－Ｂ１ ×誤り Ｐ９・２段目

①錯誤による意思表示（要素の錯誤）

錯誤による意思表示は、２つの要件を満たす場合は無効の主張ができます。
重
過
失
？

①要素の錯誤であること＋②表意者が無重過失であること
無効の主張　？

本肢の場合は、２つの要件を満たしていますので、無効の主張ができます。

「・・・Ａに過失があるとき・・・無効を主張することができない」旨の記載が誤りです。

Ａ Ｂ

尚、表意者に「過失」があっても、「重過失」でなければ、②の要件を満たします。

○正しい Ｐ９・２段目

無効の主張はできない

本肢の場合は ②の要件を満たしません

重
過
失
あ
り

①要素の錯誤であること＋②表意者が無重過失であること

１－９－Ｂ２

錯誤による意思表示は、２つの要件を満たす場合は無効の主張ができます。

①錯誤による意思表示（要素の錯誤）

「錯誤」の設問に対しては、２つの要件を満たすか否かで、無効の主張ができるか否かを判断してください。

本肢の場合は、②の要件を満たしません。

したがって、Ａは無効の主張はできません。　本肢記載のとおりです。

無効を主張することができない」旨の記載は正しいです。

り

尚、条文の文言では、「法律行為の要素に錯誤があったときは無効とする。ただし、表意者に重大な過失がある場合は、

無効の主張はできない」旨の記載となっていますので、本肢の「・・・錯誤を理由として・・・無効となる場合・・・重い過失があるときは・・・

Ａ Ｂ

Ｐ９・１段目

限って、表意者は無効の主張ができます。
相手方Ｂへの動機の表示あり

１－９－Ｂ３ ×誤り

「動機の錯誤」の場合は、明示的または黙示的にその動機が表示されていた場合に

「・・・無効となることはない」旨の記載が誤りです。

本肢では、相手方Ｂへの動機の表示がありますので、Ａが無重過失であれば無効の主張ができます。

①錯誤による意思表示（動機の錯誤）
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